
農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会（第２回）議事要旨 

 

１ 日 時 令和２年２月６日（木） 13 時 25 分～16 時 45 分 

 

２ 場 所 農林水産省消費・安全局第４,５会議室 

 

３ 出席委員  ６名（敬称略） 

〔委員〕   赤松美紀、梅田ゆみ、代田眞理子 

〔臨時委員〕 坂真智子、関田清司 

〔専門委員〕 永山敏廣 

 

４ 議事およびその要旨 

（１）考慮すべき毒性を有する不純物の決定方法の改定について 

改定案どおりに了承され、農薬分科会に報告することとなった。 

 

（２）農薬取締法第３条第２項第 11 号に掲げる事項（農薬原体の成分の種類及び含

有濃度）について 

① イプフルフェノキン（新規登録） 

評価報告書案の一部修正を行い、各委員に確認した上で、農薬分科会に報

告することとなった。 

② ベンズピリモキサン（新規登録） 

不純物の分析について確認する必要があるため、継続審議となった。 

③ クロチアニジン（変更登録） 

不純物の分析について確認する必要があるため、継続審議となった。 

 


